
自動車通勤多数

事業者名 中分類業種 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置

　イオンリテール株式会社　イオン春日部店　 各種商品小売業 ○ ○ ○
マイカー通勤の条件を設定、条件を満たした場合
のみマイカー通勤を許可

○ ○ ○
従業員通用口にバス時刻表を提示、利便
性向上の確保継続維持

ー ー ー ○ ○ ○
公共交通機関利用者の通勤手当は社内規
定により運用

○ ○ ○
自転車通勤者へ(埼玉県条例に沿った)「賠償責任保
険加入」を促進

○ ○ ○ 従業員通用口近辺に駐輪場を設置 ○ ○ ○ 更衣室ｽﾍﾟｰｽは確保設置 ○ ○ ○ 社内規定により「自転車通勤者」への交通費支給 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
開店前から閉店後の作業まで、業務に合わせて勤務時間を計画、勤
務時間に合わせた時差通勤の実施。

ー ー ー

　イオンリテール株式会社　イオン羽生店 各種商品小売業 ○ ○ ○ マイカー通勤率を3％削減する。 ○ ○ ○ 後方にバス時刻表の掲示 ○ ○ ○ 公共バスの運行 ○ ○ ○ 最終便は、従業員入口に停車 ○ ○ ○ 安全衛生委員会の議題とする。 ○ ○ ○ 従業員駐輪場の完備 ー ー ー ○ ○ ○ 2ｋｍ以上自転車通勤者に対し月700円補助 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 従業員用掲示版に啓蒙ポスターを掲示する。 〇 〇 〇 後方通路のアイドリングストップ宣言の啓蒙ポスター掲示 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇
開店前から閉店後の作業まで、業務に合わせて勤務時間を計画、勤
務時間に合わせた時差通勤の実施。

ー ー ー

　株式会社NXワンビシアーカイブズ 倉庫業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ テレワーク：一部で導入。リモート会議：導入済。 ー ー ー ○ ○ ○

生活環境保全条例に基づき、駐車場にアイドリングストップ看
板を設置済み
従業員駐車場付近にエコドライブ推進のぼりを定期的に掲げ
て実践を促す

○ ○ ○ 入社時「エコドライブ10のすすめ」研修 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ シフト勤務（早朝、通常、午後）により、出勤時間がずれている ー ー ー

　株式会社カインズ　カインズ本部 各種商品小売業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　株式会社カインズ　鶴ヶ島店 各種商品小売業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　花王ロジスティクス株式会社 道路貨物運送業 ー ー ー ○ ー ー
建物内の掲示板及び社内Webに送迎バス
時刻表の掲示実施

○ ー ー 最寄駅より4往復/日の運行 ー ー ー ー ー ー ○ ー ー 屋根付き駐輪場を設置。定期的清掃の実施 ー ー ー ○ ー ー
自転車通勤者に対して社内規定により通勤手当（一律）を
支給

○ ー ー
通勤距離が2km以内（片道）の場合は通勤手当の支
給無し

ー ー ー ー ー ー ○ ー ー 事務業務者については在宅勤務を推奨 ー ー ー ○ ー ー
毎月開催する職場ミーティング、安全衛生委員会の場で注意
啓蒙

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー
EV車（トラック）の充電設備があり、通勤で
EV車を使用する者への使用も検討中

○ ー ー 短時間勤務制度を設けており、通勤の時間は各自が選択可能 ー ー ー ー

　佐川急便株式会社　さいたま営業所 道路貨物運送業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
自転車運転時の注意点、道交法の改正等、ポスター
や社内報で適宜周知している。

○ ○ ○ 駐輪場の美化清掃、維持 ○ ○ ○ 更衣室の美化清掃、維持 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2020年度よりテレワーク制度を導入。リモート会議の実施。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 業務内容に応じて時差出勤を実施。 ー ー ー

　佐川急便株式会社　久喜営業所 道路貨物運送業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
自転車運転時の注意点、道交法の改正等、ポスター
や社内報で適宜周知している。

○ ○ ○ 駐輪場の美化清掃、維持 ○ ○ ○ 更衣室の美化清掃、維持 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2020年度よりテレワーク制度を導入。リモート会議の実施。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 業務内容に応じて時差出勤を実施。 ー ー ー

　佐川急便株式会社　西埼玉営業所 道路貨物運送業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
自転車運転時の注意点、道交法の改正等、ポスター
や社内報で適宜周知している。

○ ○ ○ 駐輪場の美化清掃、維持 ○ ○ ○ 更衣室の美化清掃、維持 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2020年度よりテレワーク制度を導入。リモート会議の実施。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 業務内容に応じて時差出勤を実施。 ー ー ー

　佐川急便株式会社　越谷営業所 道路貨物運送業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
自転車運転時の注意点、道交法の改正等、ポスター
や社内報で適宜周知している。

○ ○ ○ 駐輪場の美化清掃、維持 ○ ○ ○ 更衣室の美化清掃、維持 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2020年度よりテレワーク制度を導入。リモート会議の実施。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 業務内容に応じて時差出勤を実施。 ー ー ー

　株式会社シーエックスカーゴ 道路貨物運送業 ○ ○ ○ マイカー通勤率を３％削減する。 ー ー ー ○ ○ ○

最寄駅から送迎バスを運行することにより従
業員の公共交通機関利用を促進する。さら
に運行時間の増便を検討しさらに利用を促
す。

ー ー ー ○ ○ ○
自転車通勤者に対して、安全面の注意喚起や安全
学習を実施している。

○ ○ ○
施設内に複数個所設置し、利用しやすい環境を整え
ている。

○ ○ ○
自転車通勤者に限らず更衣室、個人ロッカーを整
備している。

○ ○ ○
２ｋｍ以上の自転車通勤を行っている従業員に対しても通
勤手当を支給している。

○ ○ ○
自家用自動車の通勤の許可を２ｋｍ以上とし、許可証
を発行し駐車場では許可証を見える位置に掲示さ
せ、無許可の通勤者を予防している。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ Teamsの活用でテレワーク、リモート会議を促進している。 ー ー ー ○ ○ ○
エコドライブ啓発ポスターの掲示や社内の会報などを使った
活動を継続して行う。

○ ○ ○ 社内の会報でエコドライブに係る知識向上を図る。 ー ー ー ○ ○ ○
通勤手当は１ｋｍ当たりで支払うので、燃費の良
い車で通勤するとメリットがある。

ー ー ー ○ ○ ○
シフトにより時差出勤を行い通勤時間帯をずらすことで交通量を分散
させ、事業所周辺の渋滞緩和を図る。

ー ー ー

　株式会社ジョイフル本田 その他の小売業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
自転車通勤者は保険加入を条件とし、月1,000円の
手当を支給

○ ○ ○ 屋根付きの駐輪場を設置 ー ー ー ○ ○ ○ 保険加入者に対し、月1,000円を支給 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 早番・遅番シフト制による通勤車両の分散 ー ー ー

　セキスイハイム工業株式会社 その他の製造業 ー ー ー ○ ○ ○
従業員がよく見える掲示板に最寄駅～会
社の「時刻表」を掲示

○ ○ ○
出社時3便、帰社時4便の計7便を運行、生
産ラインの残業時間に応じて増便

ー ー ー 出社時3便 ○ ○ ○ 期1回の交通安全教育実施 ○ ○ ○ 駐輪場設置（80台） ○ ○ ○ 従業員全員の更衣室設置 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
従業員駐車スペースを現象させお客様駐車
スペースに変更（お客様スペースを緑地化）

ー ー ー ○ ○ ○
生産部門以外のスタッフ部門で実施、ZOOM会議棟を実施し
て外出、出社の交通手段削減

○ ○ ○ テレワーク手当金の支給 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　株式会社セキチュー 各種商品小売業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
通勤距離が１km以内は通勤手当を無支給としてい
る。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　大成ラミック株式会社　 その他の製造業 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 朝１回、夕方２回 運行 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 十分な広さの駐輪場を確保・用意している。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 一部部署で在宅勤務を実施している。 ー ー ー ○ ○ ○
安全衛生委員会等を通じ、エコドライブの啓発を行っていま
す。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 一部部署でフレックスタイムを導入している。 〇 〇 〇
駐車場に看板を掲示し、アイドリング・ストップの注
意喚起を行っています。

　長谷川香料株式会社 その他の製造業 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 工場と最寄り駅間を朝夕の2回運航 ー ー ー ○ ○ ○ 食堂掲示板に「自転車のマナー」を掲示 ○ ○ ○
通勤利用者の自転車を収容できる屋根付き駐輪場
を設置（2ヵ所）

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　株式会社ベルーナ
織物・衣服・身の
回り品小売業

ー ー ー 今後検討 ○ ○ ○ 公共機関での通勤方法の掲示 ○ ○ ○
従業員の居住区に近い場所からセンターま
で、送迎バスを行っている。

○ ○ ○
交通費の上限金額を変更
※令和元年+67％、令和5年+40％へ変更

○ ○ ○ 安全利用推進制度の検討 ○ ○ ○ 駐輪場有り(屋根付き、街灯有り） ○ ○ ○ 利用者の登録の管理 ○ ○ ○ 距離に応じた交通費の支給 ○ ○ ○ 近隣雇用の促進 ー ー ー
今後の検討（雇用の維持が出来なくなってし
まう為）

ー ー ー
今後の検討（雇用の維持が出来なくなってしまう
為）

○ ○ ○ 一部実施 ○ ○ ○
軽自動車の駐車場を事務所付近の近場のレイアウト
変更※令和5年

ー ー ー 今後検討 ー ー ー 今後検討 ー ー ー 今後検討 ー ー ー 今後検討 ー ー ー 今後検討 ○ ○ ○ 出勤シフトが32パターンあり ー ー ー 特になし

　株式会社八木橋 各種商品小売業 ○ ○ ○
各従業員に公共交通機関・自転車利用の促進を促
している。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 飲酒運転スマートフォン等の使用禁止 ○ ○ ○ 従業員用の駐輪場を２か所確保。 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 2KM圏内の交通費は支給しない。 ○ ○ ○
従業員用の駐車場の有料化を実施しており
ます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 早番・遅番による時差出勤の実施。 ー ー ー

　リンテック株式会社　熊谷工場 その他の製造業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 通勤許可申請、整備状況確認、保険加入義務化 〇 〇 〇
屋根付きの駐輪場を設置し、定期的な利用状況の点
検、整理・整頓等を実施している。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 フレックスタイム制あり ー ー ー

　ロジスティード東日本株式会社 道路貨物運送業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
入社時に通勤距離1ｋｍ未満の方は車通勤不可とし
ております。

○ ○ ○
拠点別に駐輪所を設置。乱雑にならないよう指導を
していて定期的に清掃を実施。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
安全な運転に通じてもいるので、入社時教育等にて指導して
いる。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 従業員の要望になるべく応えられるよう、勤務時間の調整をしている。 ー ー ー

5-(2)エコドライブ研修の実施 6-(1)低燃費車の購入支援等 6-(2)低燃費車利用者への優遇策 6-(3)従業員用充電設備の設置 7時差通勤の実施 8その他の必要な取組

5エコドライブの推進

4-(1)自家用自動車の通勤手当及び許可基準等通勤制度の見直し 4-(2)従業員用駐車場の有料化又は駐車場台数の削減 4-(3)ノーマイカーデーの実施 4-(4)テレワーク、リモート会議の導入 4-(5)マイカー通勤削減のための啓発活動の実施

6従業員の通勤車両に関する低燃費車利用促進

5-(1)エコドライブの啓発

7時差通勤の実施 8その他の必要な取組

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2-(1)公共交通機関利用促進のための情報提供 2-(2)送迎バス等の運行 2-(3)公共交通機関利用者への優遇策 3-(1)自転車の安全利用の促進 3-(2)利用しやすい駐輪場の設置・維持管理 3-(3)駐輪場以外の自転車通勤者向け設備の設置・維持管理 3-(4)自転車通勤者への優遇策

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2公共交通機関への転換の推進 3物流拠点の活用による輸配送の効率化 4その他マイカー通勤を削減するための取組


